
古い空き家の解体に
補助金がでます

最大50万円の補助

田原本町産業建設部まちづくり建設課 都市計画係

0744-34-2085

お問い合わせ

※内容等は裏面若しくはQRコードで



・本人が町税等を滞納していないこと

田原本町空家等除却費用補助金交付事業

対象者

制度の概要

危険な空家等の除却を促進し、町民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、

それらの空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内においてその一部を補助します。

対象

工事

補助の

条件

①町内に存する主に居住用として使用されていた空家等（木造、鉄骨造のみ）

 ※空家とは、おおむね1年以上使用がされていない建築物

・補助対象空家等を含む一筆の土地に存する建築物（基礎を含む）を全て除却する工事であること

・次のいずれかに該当する者に発注すること

ア、建設業法（昭和２４年法第100号）第３条の規定による許可を受けた建設業者

イ、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第104号）第２１規定の登録をうけた解体業者

・令和９年２月１２日（金）までに解体工事を終了し、実績報告の提出してください。

・補助対象空家等を除却することに正当な権限を持つ者であること（法人は除く）

②過去に町が実施する住宅の耐震化に関する補助金等の交付を受けていない空家等

③老朽危険空家等と判定された空家等のうち、次のいずれかに該当するものであること

 ア 老朽危険度判定基準による各評点の合計が100点以上である住宅

 イ アに掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるもの

※補助率 ８０％（上限５０万円）

申請

方法

申請

期間

当年度受付開始日から１1月30日(月)まで（土、日、祝日、年末は除く）

・予算が無くなり次第終了します。

必ず事前相談を行い、空家等の事前調査を行います。

１.事前調査の申込み

〈現地調査〉

約１ヵ月

老朽危険空家等認定
２．交付申請の提出

交付決定の通知

３．解体工事の実施

交付決定後に請負
契約をすること

４．実績報告の提出

工事費の支払い

６.交付金の受取

・この要綱による補助金の交付を受けていない者であること

・本人が生活保護法による保護を受けていないこと

・本人が暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものでない
こと

・補助金の交付の決定を受けた日に属する年度の２月末日までに終了し、実績報告できる工事であること

※その他別に要件がありますので担当課にご相談ください

※申請書及び添付
書類等については
ホームページに記載

（様式第7号）

※その他必要書類
等についてはホー
ムページに記載

補助金の確定
及び交付

お問い合わせ先

田原本町まちづくり建設課 都市計画係 TEL：0744-34-2085

申請者が行う手続

※申請書及び添付
書類等については
ホームページに記載

5.補助金の請求書提出
（２月末までに）

老朽危険空家等に関する補助制度



・本人が町税等を滞納していないこと

田原本町空家等除却費用補助金交付事業

対象者

対象

工事

補助の

条件

・補助対象空家等を含む一筆の土地に存する建築物（基礎を含む）を全て除却する工事であること

・次のいずれかに該当する者に発注すること

ア、建設業法（昭和２４年法第100号）第３条の規定による許可を受けた建設業者

イ、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第104号）第２１規定の登録をうけた解体業者

・令和９年２月１２日（金）までに解体工事を終了し、実績報告の提出してください。

・補助対象空家等を除却することに正当な権限を持つ者であること（法人は除く）

①町内に存する主に居住用として使用されていた又は使用されている住宅のうち、

昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅であって、以下のいずれかに該当するもの。

 ア 耐震診断結果が0.7未満と診断された住宅

 イ 簡易な耐震診断調査票（セルフチェック）の結果、 倒壊の危険があると判断された住宅

※補助率 ２３％（上限５０万円）

申請

方法

申請

期間

令和８年５月１１日（月）～同月２５日（月）

※募集件数に達しない場合は１1月30日(月)まで先着順

・予算が無くなり次第終了します。

１．交付申請の提出
交付決定の通知 ２．解体工事の実施

交付決定後に請負
契約をすること

３．実績報告の提出

工事費の支払い

５.交付金の受取

・この要綱による補助金の交付を受けていない者であること

・本人が生活保護法による保護を受けていないこと

・本人が暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものでない
こと

・補助金の交付の決定を受けた日に属する年度の２月末日までに終了し、実績報告できる工事であること

※その他別に要件がありますので担当課にご相談ください

※申請書及び添付
書類等については
ホームページに記載

（様式第7号）

※その他必要書類
等についてはホー
ムページに記載

補助金の確定
及び交付

お問い合わせ先

田原本町まちづくり建設課 都市計画係 TEL：0744-34-2085

申請者が行う手続

４.補助金の請求書提出
（２月末までに）

特定既存住宅（耐震性の低い住宅）に関する補助制度
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